


【国保】 
 

D-419 染色体検査「3 その他の場合」（回数） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、染色体検査「3 その他の場合」は 1 日に 1 回を超える算

定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 詳記等から骨髄・リンパ節からの各部位から採取されていることがわか

る場合を除き、1日 1回を超える算定は認められないと整理した。 

 


